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舞 鶴 市 一 般 会 計 予 算                     



 第 １ 号議案 
  

令 和 ４ 年 度 舞 鶴 市 一 般 会 計 予 算                                             
 

 令和４年度舞鶴市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

 

 (歳入歳出予算 ) 

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  35,951,590千 円と定  

  める。  

２   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳                                

  入歳出予算」による。  

 
（債務負担行為）  

第２条   地方自治法（ 昭和 22年法律第 67号） 第 2 1 4条の規定により債務  

  を負担する行為をすることができる事項、 期間及び限度額は、「 第２  

  表債務負担行為」による。  

 

（地  方  債）  

第３条   地方自治法第 230条第 1項の規定により起こすことができる地方  

  債の起債の目的、限度額、 起債の方法、 利率及び償還の方法は、「 第  

  ３表地方債」による。  

 

（一時借入金）  

第４条   地方自治法第 2 3 5条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れ  

  の最高額は、  1,000,000千 円と定める。  

 

（歳出予算の流用）  

第５条   地方自治法第 220条第 2項ただし書の規定により、歳出予算の各  

  項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不  

足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  

 

 

令和４年 ２月２４日 提出 

 
 

                               舞鶴市長   多  々 見  良 三                 
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  第２表 

  

           債 務 負 担 行 為                             

                              

事      項 期   間 限 度 額               

赤れんが周辺等まちづくり事業 

休憩施設他整備事業費 

令和４年度から 

令和５年度まで 

               千円 

          102,000 

赤れんが周辺等まちづくり事業 

駐車場整備事業費 

令和４年度から 

令和５年度まで 

                

           60,000 

赤れんが周辺等まちづくり事業 

駐車場トイレ建築事業費 

令和４年度から 

令和５年度まで 

                

           42,000 

赤れんが周辺等まちづくり事業 

駐車場トイレ設備整備事業費 

令和４年度から 

令和５年度まで 

                

           31,000 

赤れんがパーク指定管理料 
令和４年度から 

令和13年度まで 

                

          364,000 

災害援護資金貸付償還金利子補給 
令和４年度から 

令和10年度まで 

                

            124 

環境衛生プラント薬品調達経費 
令和４年度から 

令和５年度まで 
      25,000 

松尾寺駅前観光交流施設指定 

管理料 

令和４年度から 

令和８年度まで 
        500 

五老ヶ岳公園（展望タワー等） 

指定管理料 

令和４年度から 

令和８年度まで 
      75,000 

京都府中・北部地域消防指令 

センター整備事業費 

令和４年度から 

令和５年度まで 
      249,000 
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事      項 期   間 限 度 額               

令和４年度舞鶴市土地開発公社

が舞鶴市に代わって用地取得等

を行うための事業資金の借入れ

に対する債務保証 

  令和４年度から 

  令和８年度まで 
         450,000 

令和４年度公共用地等取得事業費 
  令和４年度から 

  令和８年度まで 
           450,000 
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  第３表 

           地 方 債                           

 

起債の目的 限 度 額                 起 債 の 方 法         利 率 償 還 の 方 法                  

赤 れ ん が 

パーク整備 

事 業 費 

     千円 

 
 

     

92,900 

         

 ただし発行価格が 

 額面を下まわると 

 きは､その発行価 

 格差減額をうめる 

 ため必要な金額を 

 これに加算した額 

          

 証書借入又は証券 

 発行､ただし証券 

 発行の方法による 

 場合においては､ 

 発行価格は額面金 

 額100円につき 

 99円以上とする。 

           

  5.0 % 以内 

  ただし、利率見直し方 

  式による借り入れにつ 

 いて、利率の見直しを 

 行った後においては、 

当該見直し後の利率 

   

                 

 公的資金については､その融通条件 

 により、民間等資金の場合には､そ 

 の債権者と協定するものとする｡ 

ただし､市財政の都合により据置期 

間及び償還期限を短縮し､もしくは 

繰上償還又は低利に借換することが 

できる｡ 

 

赤 れ ん が 

博物館整備 

事 業 費 

34,100   同上 同上   同 上    同  上 

赤れんが周辺等 

まちづくり 

事 業 費 

89,400   同上 同上   同 上    同  上 

北近畿タンゴ 

鉄 道 基 盤 

整備補助金 

    25,600   同上 同上   同 上    同  上 

私立認定こども園等 

施 設 整 備 

事業費補助金 

30,500   同上 同上   同 上    同  上 

斎 場 整 備 

事 業 費 
6,300   同上 同上   同 上    同  上 

清掃事務所 

整備事業費 
   538,000   同上 同上   同 上    同  上 

し尿処理施設 

整備事業費 
     4,400   同上 同上   同 上    同  上 

土地改良事業 

負 担 金 
9,700   同上 同上   同 上    同  上 

漁 港 整 備 

事 業 費 
36,200   同上 同上   同 上    同  上 
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起債の目的 限 度 額                 起 債 の 方 法         利 率 償 還 の 方 法                  

漁 港 海 岸 

保 全 施 設 

整備事業費 

     千円 

 

 

     

28,200 

         

 ただし発行価格が 

 額面を下まわると 

 きは､その発行価 

 格差減額をうめる 

 ため必要な金額を 

 これに加算した額 

          

 証書借入又は証券 

 発行､ただし証券 

 発行の方法による 

 場合においては､ 

 発行価格は額面金 

 額100円につき 

 99円以上とする。 

           

  5.0 % 以内 

  ただし、利率見直し方 

  式による借り入れにつ 

 いて、利率の見直しを 

 行った後においては、 

当該見直し後の利率 

     

                 

 公的資金については､その融通条件 

 により、民間等資金の場合には､そ 

 の債権者と協定するものとする｡ 

ただし､市財政の都合により据置期 

間及び償還期限を短縮し､もしくは 

繰上償還又は低利に借換することが 

できる｡ 

 

道路橋りょう 

改 良 費 
309,700   同上 同上   同 上    同  上 

河川改修費 103,900   同上 同上   同 上    同  上 

港 湾 整 備 

事業負担金 
55,000   同上 同上   同 上    同  上 

中心市街地 

活性化事業費 
23,200   同上 同上   同 上    同  上 

駐輪場整備 

事 業 費 
    3,900   同上 同上   同 上    同  上 

街 路 整 備 

事 業 費 
24,000   同上 同上   同 上    同  上 

公 園 施 設 

整備事業費 
21,000   同上 同上   同 上    同  上 

公 営 住 宅 

整備事業費 
65,400   同上 同上   同 上    同  上 

消 防 施 設 

整備事業費 
313,900   同上 同上   同 上    同  上 

小 学 校 

整 備 費 
60,400   同上 同上   同 上    同  上 

中 学 校 

整 備 費 
43,100   同上 同上   同 上    同  上 

 

   

11



 

  

 

 

 

起債の目的 限 度 額                 起 債 の 方 法         利 率 償 還 の 方 法                  

中総合会館 

整備事業費 

     千円 

 

 

     

50,000 

         

 ただし発行価格が 

 額面を下まわると 

 きは､その発行価 

 格差減額をうめる 

 ため必要な金額を 

 これに加算した額 

          

 証書借入又は証券 

 発行､ただし証券 

 発行の方法による 

 場合においては､ 

 発行価格は額面金 

 額100円につき 

 99円以上とする。 

           

  5.0 % 以内 

  ただし、利率見直し方 

  式による借り入れにつ 

 いて、利率の見直しを 

 行った後においては、 

当該見直し後の利率 

     

                 

 公的資金については､その融通条件 

 により、民間等資金の場合には､そ 

 の債権者と協定するものとする｡ 

ただし､市財政の都合により据置期 

間及び償還期限を短縮し､もしくは 

繰上償還又は低利に借換することが 

できる｡ 

 

保 健 体 育 

施設整備費 
   23,800   同上 同上   同 上    同  上 

 

辺 地 対 策 

事 業 費 
77,600   同上 同上   同 上    同  上 

 

臨時財政対策 561,600   同上 同上   同 上    同  上 
 

計  2,631,800     
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令 和 ４ 年 度            
 
 
 
                                         
  
 

舞 鶴 市 水 道 事 業 会 計 予 算                     



      第 ２ 号議案 
 

令和４年度舞鶴市水道事業会計予算  
 
       （ 総 則 ） 
      第１条 令和4年度舞鶴市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
       （業務の予定量） 
      第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
 

(1)   給 水 戸 数            31,800戸 
(2)   年 間 総 給 水 量           10,329,500㎥ 
(3)    １ 日 平 均 給 水 量            28,300㎥ 
(4)    主要な建設改良事業 

                 配 水 施 設 費              1,032,915千円 
                 

        （収益的収入及び支出） 
      第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
 
                     収 入 
        第１款 水 道 事 業 収 益                  2,033,000千円 
         第１項 営 業 収 益                 1,710,000千円 
         第２項 営 業 外 収 益                                                                                           322,998千円 
         第３項 特 別 利 益                     2千円 
 
                     支 出 
        第１款 水 道 事 業 費 用                  1,857,600千円 
         第１項 営 業 費 用                 1,723,480千円 
         第２項 営 業 外 費 用                 130,517千円 
         第３項 特 別 損 失                    3,103千円 
         第４項 予 備 費                   500千円 
 
       （資本的収入及び支出） 
      第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
 
         （資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額856,700千円は、消費税及び 

地方消費税資本的収支調整額75,811千円、損益勘定留保資金676,999千円、 
建設改良積立金103,890千円で補てんするものとする。） 

 
                     収 入 
        第１款 資 本 的 収 入                   673,500千円 
         第１項 企 業 債                  363,000千円 
         第２項 補 助 金                   47,452千円 
         第３項 出 資 金                 123,729千円 
         第４項 負 担 金                  127,796千円 
         第５項 基 金 収 入                  11,522千円 
         第６項 固定資産売却代金                                     1千円 
 
 
                 

13



支 出 

 
   第１款 資 本 的 支 出                 1,530,200千円 
    第１項 建 設 改 良 費               1,066,530千円 
    第２項 償 還 金                463,670千円 
   

（ 債 務 負 担 行 為 ） 
第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事 項 期 間 限 度 額 

西舞鶴道路関連 
送水管移設事業費 

自 令和4年度 
至 令和5年度 

千円 
 350,000 

 
   （ 企 業 債 ） 
  第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起 債 の 目 的             限 度 額               起 債 の 方 法         利 率     償 還 の 方 法             
 

 
 

 

 建設改良費 
 
 
 

    千円 

 
 
  363,000 

 ただし発行価格が 

額面を下まわると 

きは､その発行価 

格差減額をうめる 

ため必要な金額を 

これに加算した額 

 証書借入又は証券 

 発行､ただし証券 
 発行の方法による 
 場合においては､ 
 発行価格は額面金 
 額100円につき 
 99円以上とする。 

  5.0 ％ 以内 

ただし､利率見直し方  
式による借り入れ 
について、利率の
見直しを行った後に 
おいては、当該見直し 
後の利率 

公的資金については､その融通条件 

 により、民間等資金の場合には､ 
その債権者と協定するものとする｡ 
 ただし企業財政の都合により、据置
期間及び償還期限を短縮し､もしく
は繰上償還又は低利に借換すること
ができる。 

 
   （一時借入金） 
  第７条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。 
 
   （予定支出の各項の経費の金額の流用） 
  第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め 

る。 
 

(1) 営業費用と営業外費用との間 
(2) 建設改良費と償還金との間 

 
   （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 
  第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、 

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は､議会の議決を経なければならな 
い。 

 
   (1) 職 員 給 与 費      186,799千円 
 
   （他会計からの補助金） 
  第１０条 水道事業の財源に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

7,945千円である。 
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   （たな卸資産購入限度額） 
  第１１条 たな卸資産の購入限度額は、20,000千円と定める。 
 
 
                  令 和 ４ 年 ２ 月 ２ ４ 日 提 出 
 

                            舞鶴市長 多々見 良三 
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令 和 ４ 年 度            
 
 
 
                                         
  
 

舞 鶴 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算                     
                               



      第 ３ 号議案 
 

令和４年度舞鶴市下水道事業会計予算  
 
       （ 総 則 ） 
      第１条 令和4年度舞鶴市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
       （業務の予定量） 
      第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
 

(1)   水 洗 化 戸 数            38,800戸 
(2)   年 間 総 排 水 量           10,316,000㎥ 
(3)    １ 日 平 均 排 水 量            28,300㎥ 
(4)    主要な建設改良事業 

                 処 理 場 整 備 費               685,182千円 
                 雨 水 処 理 費 等               749,785千円 

                 
        （収益的収入及び支出） 
      第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
 
                     収 入 
        第１款 下水道事業収益                  3,576,840千円 
         第１項 営 業 収 益                 1,280,494千円 
         第２項 営 業 外 収 益                                                                                         2,296,344千円 
         第３項 特 別 利 益                      2千円 
 
                     支 出 
        第１款 下水道事業費用                  3,356,250千円 
         第１項 営 業 費 用                 3,017,519千円 
         第２項 営 業 外 費 用                 335,920千円 
         第３項 特 別 損 失                    2,311千円 
         第４項 予 備 費                   500千円 
 
       （資本的収入及び支出） 
      第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
 
         （資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,255,030千円は、消費税及 

び地方消費税資本的収支調整額60,101千円、損益勘定留保資金1,059,342千円、 
減債積立金135,587千円で補てんするものとする。） 

 
                     収 入 
        第１款 資 本 的 収 入                 2,661,370千円 
         第１項 企 業 債                 1,717,800千円 

第２項 他 会 計 補 助 金         69,382千円 
         第３項 補 助 金                  628,838千円 
         第４項 出 資 金                 240,719千円 
         第５項 負 担 金                    4,560千円 
         第６項 基 金 収 入                    70千円 

第７項 固定資産売却代金                                     1千円 
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支 出 

 
   第１款 資 本 的 支 出                 3,916,400千円 
    第１項 建 設 改 良 費               1,750,232千円 
    第２項 償 還 金               2,165,962千円 

第３項 積 立 金                          206千円 
   

（ 債 務 負 担 行 為 ） 
第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事 項 期 間 限 度 額 

浄化センター薬品調達経費 
自 令和4年度 
至 令和5年度 

千円 
40,000  

 
   （ 企 業 債 ） 
  第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起 債 の 目 的             限 度 額               起 債 の 方 法         利 率     償 還 の 方 法             

 
 
 

建設改良費等 

 
 
 

千円 

 
 

1,340,300 

 ただし発行価格が 

額面を下まわると 

きは､その発行価 

格差減額をうめる 

ため必要な金額を 

これに加算した額 

 証書借入又は証券 

 発行､ただし証券 
 発行の方法による 
 場合においては､ 
 発行価格は額面金 
 額100円につき 
 99円以上とする。 

  5.0 ％ 以内 

ただし､利率見直し方 
式による借り入れ 
について、利率の
見直しを行った後に 
おいては、当該見直し 
後の利率 

公的資金については､その融通条件 

により、民間等資金の場合には､ 
その債権者と協定するものとする｡ 
ただし企業財政の都合により、据置
期間及び償還期限を短縮し､もしく
は繰上償還又は低利に借換すること
ができる。 

辺地対策事業費 3,000 同上 同上 同上 同上 

資本費平準化債 374,500 同上 同上 同上 同上 

計 1,717,800     

 

   （一時借入金） 

  第７条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。 
 
   （予定支出の各項の経費の金額の流用） 
  第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 
(1) 営業費用と営業外費用との間 
(2) 建設改良費と償還金との間 

 
 
   （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 
  第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、 

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は､議会の議決を経なければならな 
い。 

 
 (1)  職 員 給 与 費      214,279千円 
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       （他会計からの補助金） 
      第１０条 下水道事業の財源に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受 

ける金額は、1,373,331千円である。 
 
（重要な資産の取得） 

      第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 
 

（1） 取得する資産 
種 類       数量 
排水ポンプ施設   １式 

  
 
 
              令 和 ４ 年 ２ 月 ２ ４ 日 提 出 
 

                        舞鶴市長 多々見 良三 
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令 和 ４ 年 度            
 
 
 
                                         
  
 

舞 鶴 市 病 院 事 業 会 計 予 算                      



      第 ４ 号議案 
 

令和４年度舞鶴市病院事業会計予算  
 

       （ 総 則 ） 

      第１条 令和４年度舞鶴市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 
 

       （業務の予定量） 

      第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
 
          (1) 病 床 数             100 床   
          (2) 年 間 入 院 患 者 数     延   34,128 人  （１日平均  ９3.5人）  

(3) 年 間 外 来 患 者 数     延     3,912 人 （１日平均   16.1人）      
(4) 主要な建設改良事業  

器械備品購入費                    19,252千円 
                   

       （収益的収入及び支出） 

      第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
                      
                     収 入 

        第１款 病 院 事 業 収 益                  927,660千円 

         第１項 医 業 収 益                 706,049千円 
          第２項 医 業 外 収 益                221,357千円 
         第３項 特 別 利 益                     254千円 
 
 
                     支 出 
        第１款 病 院 事 業 費 用                  973,340千円 
         第１項 医 業 費 用                 954,681千円 
         第２項 医 業 外 費 用                 18,255千円 
         第３項 特 別 損 失                   354千円 
         第４項 予 備 費                   50千円 
 

       （資本的収入及び支出） 

      第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
 

（資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額 42,170千円は、当年度分
消費税及び地方消費税資本的収支調整額 55千円、過年度分損益勘定留保 
資金 42,115千円で補てんするものとする。） 

 
                     収 入 
        第１款 資 本 的 収 入                         55,140千円 

第１項 企 業 債                       17,200千円 
第２項 他会計からの補助金                      37,795千円 

         第３項 国 府 補 助 金                              1千円 
         第４項 固定資産売却代金                         143千円 
          第５項 寄 附 金                           1千円 
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                          支 出 
             第１款 資 本 的 支 出                        97,310千円 
              第１項 建 設 改 良 費                     23,434千円 
              第２項 企 業 債 償 還 金                   73,876千円 
 

         （ 企 業 債 ） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり 
と定める。 

 
 

 起 債 の 目 的               限 度 額               起 債 の 方 法         利 率     償 還 の 方 法             
 

 
 

 

 建設改良費 
 
 

    千円 

 
 
  17,200 

 ただし発行価格が 

額面を下まわると 

きは､その発行価 

格差減額をうめる 

ため必要な金額を 

これに加算した額 

 証書借入又は証券 

 発行､ただし証券 
 発行の方法による 
 場合においては､ 
 発行価格は額面金 
 額100円につき 
 99円以上とする 

  5.0 ％ 以内 

ただし､利率見直し方 
式 に よ る借 り 入 れ 
について、利率の
見直しを行った後に 
おいては、当該見直し 
後の利率 

公的資金については､その融通条件 

 により、民間等資金の場合には､ 
その債権者と協定するものとする｡ 
ただし企業財政の都合により、据置 
期間及び償還期限を短縮し､もしく 
は繰上償還又は低利に借換すること 
ができる｡ 

 

        （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、300,000千円 と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額は、流用することができるものとする。 

 

          （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

         第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち 

他の経費の金額に、もしくはこれら以外の経費の金額に流用し、またはこれら 

以外の経費を、これらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な 

ければならない。 

                  １ 職 員 給 与 費                 661,561千円 

                  ２ 交 際 費                    51千円 
 
          （他会計からの補助金） 

         第９条 病院事業の財源に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける 

金額は、225,000千円である。 

 

          （たな卸資産購入限度額） 

         第１０条 たな卸資産の購入限度額は、58,150千円と定める。 

 
 
                  令和 ４年  ２ 月 ２ ４ 日 提 出 
 
  

                          舞鶴市長  多 々 見  良 三 
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令 和 ４ 年 度            
 
 
 
                                         
  
 

舞 鶴 市 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 予 算                      



 第 ５ 号議案 

 
 

        令和４年度舞鶴市国民健康保険事業会計予算                                             

 

 

 令和４年度舞鶴市の国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところ  

による。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,906,280千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳  

 出予算」による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による 

 一時借入金の借入れの最高額は、 700,000千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第３条  地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の 

 経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

 (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における  

  同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

 

         令和４年 ２月２４日 提出 

 

 
 

                舞鶴市長   多  々 見  良 三                 
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令 和 ４ 年 度            
 
 
 
                                         
  
 

舞 鶴 市 貯 木 事 業 会 計 予 算                     
                           



 第 ６ 号議案 

 
 

        令 和 ４ 年 度 舞 鶴 市 貯 木 事 業 会 計 予 算                                             

 

 

 令和４年度舞鶴市の貯木事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  2,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳  

 出予算」による。 

 

 

 

         令和 ４年 ２月２４日 提出 

 

 
 

                舞鶴市長   多  々 見  良 三                   
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令 和 ４ 年 度            
 
 
 
                                         
  
 

舞 鶴 市 駐 車 場 事 業 会 計 予 算                     
                                        



 第 ７ 号議案 

 
 

        令 和 ４ 年 度 舞 鶴 市 駐 車 場 事 業 会 計 予 算                                             

 

 

 令和４年度舞鶴市の駐車場事業会計の予算は、次に定めるところによる。                                 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 49,040千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳 

 出予算」による。 

 

（地 方 債） 

第２条  地方自治法（昭和 22年法律第67号）第 230条第 1項の規定により起こ

すことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は、「第２表地方債」による。 

 

（一時借入金） 

第３条  地方自治法第 235条の 3第2項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、 10,000千円と定める。 

 

 

         令和 ４年 ２月２４日 提出 

 

 
 

                舞鶴市長   多  々  見  良  三                 
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m36000
駐車場1

m36000
駐車場2



 

  第２表 

           地 方 債                           

 

起債の目的 限 度 額                 起 債 の 方 法         利 率 償 還 の 方 法                  

駐 車 場 

事 業 費 

     千円 

 
 

     

7,000 

         

 ただし発行価格が 

 額面を下まわると 

 きは､その発行価 

 格差減額をうめる 

 ため必要な金額を 

 これに加算した額 

          

 証書借入又は証券 

 発行､ただし証券 

 発行の方法による 

 場合においては､ 

 発行価格は額面金 

 額100円につき 

 99円以上とする。 

           

  5.0 % 以内 

  ただし、利率見直し方 

  式による借り入れにつ 

 いて、利率の見直しを 

 行った後においては、 

当該見直し後の利率 

   

                 

 公的資金については､その融通条件 

 により、民間等資金の場合には､そ 

 の債権者と協定するものとする｡ 

ただし､市財政の都合により据置期 

間及び償還期限を短縮し､もしくは 

繰上償還又は低利に借換することが 

できる｡ 
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令 和 ４ 年 度            
 
 
 
                                         
  
 

舞 鶴 市 介 護 保 険 事 業 会 計 予 算                     



 第 ８ 号議案 

 
 

        令和４年度舞鶴 市介護保険事 業会計 予算                                             

 

 

 令和４年度舞鶴市の介護保険事業会計の予算は、次に定めるところによ  

る。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  

9,001,090千円と定める。  

２ 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 

6,600千円と定める。 

３ 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分 

及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による 

 一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定 600,000千円、介護サービス 

事業勘定 1,000千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第３条  地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の 

 経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における  

  同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

 

         令和４年 ２月２４日 提出 

 

 
 

                舞鶴市長   多  々  見  良  三                 
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令 和 ４ 年 度            
 
 
 
                                         
  
 

舞 鶴 市 後 期 高齢 者 医 療事 業会 計 予 算                     



 第 ９ 号議案 

 
 

        令和４年度舞鶴市後期高齢者医療事業会計予算                                             
 

 

 令和４年度舞鶴市の後期高齢者医療事業会計の予算は、次に定めるとこ 

ろによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,471,650千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳  

 出予算」による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による 

 一時借入金の借入れの最高額は、  150,000千円と定める。 

 

 

 

 

 

         令和４年 ２月２４日 提出 

 

 
 

                舞鶴市長   多  々 見  良 三                 
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